
 

 

第７４回国民体育大会下妻市準備委員会専門委員会規程 

 

（趣旨) 

第１条 この規程は、第７４回国民体育大会下妻市準備委員会会則（平成２８年２月２５日

決定）第１３条第４項の規定に基づき、第７４回国民体育大会下妻市準備委員会専門委員

会（以下「専門委員会」という。）の組織及び運営について、必要な事項を定めるものと

する。 

（名称及び付託事項） 

第２条  専門委員会の名称及び第７４回国民体育大会下妻市準備委員会常任委員会からの付

託事項は、別表のとおりとする。 

（役員） 

第３条  専門委員会に次の各号に掲げる役員を置く。 

(1) 委員長    １名 

(2) 副委員長  若干名 

（役員の選任） 

第４条  委員長及び副委員長は、専門委員のうちから第７４回国民体育大会下妻市準備委員

会会長（以下「会長」という。）が委嘱する。 

（役員の職務） 

第５条 委員長は、専門委員会を代表し、会務を総理する。 

２ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、あらかじめ

委員長が指定した順位により、その職務を代理する。 

（会議） 

第６条 専門委員会は、必要に応じて委員長が招集する。 

２ 専門委員会の議長は、委員長又は委員長が指名した者がこれに当たる。 

３ 専門委員会の議事は、出席した専門委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議

長の決するところによる。 

４ 専門委員会は、必要があると認めるときは、専門委員以外の者の出席を求め、その意見

又は説明を聴くことができる。 

（委任） 

第７条 この規程に定めるもののほか、専門委員会の運営について必要な事項は、委員長が

別に定める。 

 

付 則  

この規程は、平成２９年２月７日から施行する。 

 

 

平成２９年２月７日 

第２回常任委員会決定 

参考資料２ 
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別表（第２条関係） 

名  称 付  託  事  項 

総務企画専門委員会 １ 総務企画に関すること。 

２ 財務に関すること。 

３ 広報に関すること。 

４ 市民協働に関すること。 

５ 歓迎・接伴に関すること。 

６ 他の専門委員会に属さない事項に関すること。 

競技式典専門委員会 １ 競技に関すること。 

２ 式典に関すること。 

３ 競技用具・施設に関すること。 

宿泊衛生専門委員会 １ 宿泊に関すること。 

２ 医事・衛生に関すること。 

輸送交通専門委員会 １ 輸送・交通に関すること。 

２ 警備・消防に関すること。 
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第７４回国民体育大会下妻市広報記録実施要項 

 

１ 目的 

この要項は、第７４回国民体育大会下妻市開催推進総合計画に基づき、本市で開催される、

第７４回国民体育大会及びリハーサル大会（以下「大会」という。）への関心や参加意欲を

高めるために行う、効果的な広報及び大会開催の成果を永く留めるために実施する記録業務

について、必要な事項を定める。 

 

２ 実施方法 

第７４回国民体育大会下妻市準備委員会（以下「準備委員会」という。）は、関係機関・

団体等の協力を得て、広報・記録業務を実施する。 

 

３ 広報 

各種媒体を利用した広報活動として、以下のとおり実施する。 

(1) 印刷物等による広報 

ア 印刷物の作成・配布 

県が作成する印刷物との調整を図りながら、ポスター、パンフレット等必要な印刷物

を効率的に作成し、配布する。 

イ 啓発用物品の作成・配布 

啓発用物品を作成し、各種イベント等において配布する。 

ウ 広報紙等の活用 

市が発行する広報紙へのＰＲ記事掲載を積極的に行う。また、関係団体等が発行する

刊行物に、掲載への協力を依頼していく。 

(2) マスコミによる広報 

ア マスメディアの活用 

新聞、テレビ、ラジオ等、報道機関との緊密な連携を図り、積極的な情報の提供を行

う。 

(3) 工作物や各種イベント等による広報 

ア 工作物の製作・設置 

広告看板、横断幕等を作成し、効果的な場所に設置を行う。 

イ 各種イベント等への参画 

各種イベントや市主催事業への参加等、あらゆる機会に随時効果的な広報活動を展開

する。 

  

 

 

参考資料３ 

平成２９年４月１７日 

第３回常任委員会決定 
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(4) ニューメディアによる広報 

ア 情報通信媒体の活用 

インターネット、ホームページ、ＳＮＳ等を積極的に活用し、即時的・広域的な情報

の提供を行う。 

(5) ＰＲブースによる広報 

ア 観光案内 

観光案内所、市役所庁舎内、宿泊施設及び競技会場の案内所等において、下妻市の観

光マップ・パンフレットの配布を行う。 

 

４ 記録 

大会及び大会関係諸行事の様子等を記録・保存する。 

(1) 記録 

市広報担当職員等により、写真・ビデオ等の記録撮影を行う。 

(2) 保存 

撮影済みデータを整理し、市教育委員会が保管する。 

 

５ 報告書 

(1) 作成方法 

大会の準備経過及び開催結果等を記録保存するため、大会報告書を作成する。 

(2) 配布 

配布先は、準備委員会関係団体及びその他必要な範囲とする。 

 

６ その他 

この要項に定めるもののほか、広報記録の実施に関して必要な事項は、別に定める。 

 

７ 付則 

この要項は、平成２９年４月１７日から施行する。 
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様式第１号 

 

  年  月  日 

 

 

協 賛 申 込 書 
 

 

 下妻市で開催されるいきいき茨城ゆめ国体及び競技別リハーサル大会の

開催趣旨に賛同し、次に掲げる品目を協賛品として提供します。 

 

品   目 規  格 数 量 単  価 総  額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ホームページ等への掲載を希望（する・しない） 

 

 引き渡し予定年月日        年  月  日 

 

 

 第７４回国民体育大会下妻市実行委員会 

 会 長               様 

 

 

                        申込者 

                住 所                

 

                団体名                

 

                代表者              印 

 

                連絡先                

 

担当者氏名（              ） 
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様式第２号 

 

 

 

協 賛 品 受 領 証 明 書 
 

 

 下妻市で開催するいきいき茨城ゆめ国体及び競技別リハーサル大会の開催趣

旨にご賛同いただき、下記の品目を協賛品として受領したことを証明します。 

 

品   目 規  格 数 量 単  価 総  額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

受領年月日     年  月  日 

 

 

 

      年  月  日 

 

 

              様  

 

 

     第 74回国民体育大会下妻市準備委員会 

                 会 長             

 

 

第７４回国民体育大会下妻市準備委員会 

〒304-8555                

住所 下妻市鬼怒 230番地 

Tel:0296-45-8100（直通） Fax:0296- -   

E-mail:kokutai@city.shimotsuma.lg.jp 

担当               
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付表１ 

 

第７４回国民体育大会下妻市協賛謝意実施基準 

 

１ 謝意表明基準 

  協賛者への謝意を表明する基準については、次のとおりとする。 

協賛者 評価額 感謝状等 対応方式 対応者 協賛者名掲載 

企
業
・
法
人
・
団
体 

100万円以上 

感謝状 

贈呈式 

会 長 ①市ホームページ

及び報告書等に

協賛者名掲載 

②協賛物品に協賛

者名掲載可 

③協賛者の呼称使

用可 

100万円未満 

50万円以上 
副 会 長 

50万円未満 

10万円以上 
持 参 事務局長 

10万円未満 礼 状 郵 送 ― 

 

備考 

(1) 個人協賛は求めないこととするが、申し出があった場合、上記に準ずる。 

(2) 協賛物品については、市価に金額換算して対応する。金額等の換算が困難である協賛内

容については、別途協議して対応する。 

(3) 贈呈式については、協賛者の意向等を確認のうえ実施する。 

(4) 同一者から、複数回にわたり協賛すると最初に申し出があった場合は、累積評価額によ

り謝意を表すこととする。また、贈呈式については、原則として1回限りの実施とする。 

(5) 協賛者の呼称使用の範囲については、商品や商品広告を除く自社の広報活動やＣＳＲ 

（社会貢献活動）に限り、次の例により無償で使用できるものとする。なお、協賛者の

呼称を使用したフレーズの掲載については、事前に準備委員会事務局に内容確認のうえ

使用することとする。 

 

(例)                        を応援しています。 

 ○○○社は、いきいき茨城ゆめ国体下妻市開催  の協賛企業です。 

                        ソフトボール競技会を応援しています。 

                        ソフトボール競技会の協賛企業です。 
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第７４回国民体育大会下妻市市民運動推進要項 

 

１ 目的 

この要項は、第７４回国民体育大会下妻市開催推進総合計画に基づき、本市で開催される

第７４回国民体育大会及びリハーサル大会（以下「大会」という。）を市民総参加の大会と

するとともに、参加する選手・監督、役員、視察員、報道員及び一般観覧者等（以下「大会

参加者」という。）を温かく迎えるために展開する市民運動について必要な事項を定める。 

 

２ 市民運動の展開 

市民総参加の大会とするため、第７４回国民体育大会下妻市準備委員会（以下「準備委員

会」という。）を推進組織とし、市民・各種団体や企業などと協働で各種市民運動を展開す

る。 

 

３ 市民運動の主な活動 

(1) 花いっぱい運動 

ア プランター飾花による歓迎装飾 

ボランティア及び小・中学校等の各種団体で栽培されたプランターによる飾花を行う。 

プランターには、栽培者がメッセージを記載した歓迎ステッカーを貼り付け、競技会

場等に設置する。 

(2) 環境美化運動 

ア 地域単位での活動 

まちを美しくするため、既存組織や自治会等の協力を得て、環境美化活動に取り組む。 

イ スポット的な取組 

各種団体、ボランティア等の協力を得て、会場及び主要道路等の環境美化活動に取り

組む。 

ウ 自主的活動 

地域住民が自主的に自宅周辺や沿道の環境美化に取り組んでいただけるよう啓発す

る。 

(3) おもてなし運動 

ア 手作り旗の作成・歓迎装飾 

小・中学生の協力を得て、各都道府県の選手を歓迎・応援するのぼり旗を作成し、競

技会場等に設置する。 

イ 応援観戦チラシの作成・配布 

ソフトボール競技のルールや見所の紹介、専門用語の解説等のガイドブックやミニプ

ログラム等を配布する。 

 

参考資料４ 

平成２９年４月１７日 

第３回常任委員会決定 
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ウ 競技会場でのおもてなし 

大会参加者が快適に大会期間を過ごせるように、競技会の案内や駐車場整理、休憩所

のドリンクサービスを行う。 

(4) 会場観戦推進運動 

 ア 学校観戦 

市内幼稚園・保育園及び学校を対象とした学校観戦を実施し、歓迎ムードを高め、大

会を盛り上げる。 

  イ 地域観戦 

    自治会等を対象とした団体観戦を実施し、歓迎ムードを高め、大会を盛り上げる。 

(5) その他市民運動 

  その他、必要に応じて市民運動を展開する。 

 

４ ボランティア募集・配置 

(1) 受付・案内ボランティア 

選手・観客等の来場者受付、会場案内、資料配付等。 

(2) 会場サービスボランティア 

休憩所でのドリンクサービス・接待、弁当引き替え・空き容器回収等。 

(3) 環境美化ボランティア 

会場装飾物の維持・管理（花の水やり等）、会場清掃、ゴミ箱の維持・管理等。 

(4) 駐車場整理ボランティア 

駐車場の案内・整理、シャトルバスの誘導等。 

(5) 大会ＰＲボランティア 

大会前に準備委員会が行うイベントや国体啓発活動等への協力。 

(6) 花つくりボランティア 

   競技会場等を装飾するプランター飾花の栽培。  

(7) その他ボランティアについて必要な事項は、別に定める。 

 

５ 推進方法 

(1) この運動の目的について理解し、多くの市民が参加するために、積極的な各種広報活

動を展開する。 

(2) 学校・企業・自治会等の各種団体については、それぞれの組織を通して、連携体制を

確立する。 

 

６ その他 

この要項に定めるもののほか、市民運動の推進に関して必要な事項は、別に定める。 

 

７ 付則 

この要項は、平成２９年４月１７日から施行する。 
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第７４回国民体育大会下妻市ボランティア募集要項 

 

１ 目的 

この要項は、第７４回国民体育大会下妻市開催推進総合計画に基づき、本市で開催される

第７４回国民体育大会及びリハーサル大会（以下「大会」という。）の運営を支え、選手・

監督、役員、視察員、報道員及びその他関係者並びに一般観覧者（以下「大会参加者」とい

う。）を温かくもてなしていただける競技会運営ボランティアの募集等について、必要な事

項を定める。 

 

２ 募集主体 

第７４回国民体育大会下妻市準備委員会（以下「準備委員会」という。） 

 

３ 活動内容 

項目 内容 

大

会

運 

営 

受付・案内 選手・観客等の来場者受付、会場案内、資料配布等 

会場サービス 休憩所でのドリンクサービス・接待、弁当引き換え、空き容器回収等 

環 境 美 化 
会場装飾物の維持・管理（花の水やり等）、会場清掃、ゴミ箱の維持・

管理等 

駐車場整理 駐車場案内・整理、シャトルバスの誘導等 

準 

備 

大 会 Ｐ Ｒ 大会前に準備委員会が行うイベント、国体啓発活動への協力等 

花 つ く り 競技会場等を装飾するプランター飾花の栽培 

 

４ 募集期間 

２０１７年６月１日～２０１９年３月３１日とする。ただし、必要に応じて適宜募集期間

の変更を行うことができるものとする。 

 

５ 応募要件 

ボランティア実施時に高校生以上の者。ただし、応募時点で１８歳未満または高校生の場

合は、保護者の同意を必要とする。 

 

６ 応募方法 

登録申込書に必要事項を記入の上、持参、郵送またはＦＡＸ等により、準備委員会事務局

宛に申し込むものとする。 

 

 

 

 

参考資料５ 

平成２９年４月１７日 

第３回常任委員会決定 
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７ 活動期間 

(1) 大会運営 

ア 第７４回国民体育大会競技別リハーサル大会 

 第７３回国民体育大会関東ブロック大会ソフトボール競技会（少年男子・女子） 

２０１８年８月１８日（土）～２０日（月） 

  イ 第７４回国民体育大会デモンストレーション競技 Ｅボート競技会 

    開催時期未定 

ウ 第７４回国民体育大会ソフトボール競技会（少年男子・女子） 

２０１９年９月２９日（日）～１０月１日（火） 

(2) 事前準備 

ア 準備委員会が活動を必要とするイベント等で準備委員会が指定する期間 

 

８ 主な活動場所 

 下妻市内 

 

９ 登録・取り消し 

(1) 応募要件を満たした応募者を「いきいき茨城ゆめ国体下妻市ボランティア」として登

録する。 

(2) 本人あるいはグループ・団体の申し出により、登録を取り消すことができる。 

(3) 登録をしているボランティアが大会のイメージを損なう行為をした場合、準備委員会

は登録を取り消すことができる。 

 

10 報酬・交通費等 

(1) 活動及び研修等への参加に対する報酬は無償とし、交通費も自己負担とする。 

(2) 服飾などの識別用品及び昼食については、必要に応じて準備委員会が支給する。 

(3) 花つくりの栽培に係る、プランター、土、種については、必要に応じて準備委員会が

支給する。 

 

11 保 険 

活動に当たっては、準備委員会の判断により、「傷害保険」及び「賠償責任保険」に加入

する。加入した場合の保険料は、準備委員会が負担する。 

 

12 個人情報の取り扱い 

(1) 応募者の個人情報（氏名、住所、電話番号など）は、準備委員会が主催するボランテ

ィア活動、競技会の運営のために活用し、その他の目的では使用しない。 

(2) 応募時の登録申込書において、いきいき茨城ゆめ国体・いきいき茨城ゆめ大会実行委

員会（以下「県実行委員会」という。）への情報提供に同意する登録者の個人情報につ

いては、県実行委員会へ提供することがある。 
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13 その他 

この要項に定めるもののほか、ボランティア募集に関して必要な事項は、別に定める。 

 

14 付則 

この要項は、平成２９年４月１７日から施行する。 
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第７４回国民体育大会下妻市協賛取扱要項 

 

１ 目的 

この要項は、第７４回国民体育大会下妻市開催推進総合計画に基づき、本市で開催される

第７４回国民体育大会及びリハーサル大会（以下「大会」という。）の開催趣旨に賛同する

企業等から協賛の申し出があった場合の取り扱いに関し、必要な事項を定める。 

 

２ 協賛の実施方法 

(1) 企業等から協賛の申し出があった場合は、第７４回国民体育大会下妻市準備委員会（以

下「準備委員会」という。）が受け入れることとする。 

(2) 協賛の申し込みは、協賛申込書（様式第１号）により行う。 

(3) 協賛を受け入れた場合は、協賛品受領証明書（様式第２号）を協賛者に交付する。 

(4) 協賛物品等の搬入、据付、撤去等に要する費用は、原則として協賛者の負担とする。 

 

３ 協賛の形態 

(1) 物品協賛 

大会運営用物品や歓迎装飾用物品など具体的な物品提供。 

(2) 広告協賛 

準備委員会が実施する広報活動への支援。 

(3) 施設協賛 

企業等が所有する施設などの提供、貸与による支援。 

(4) その他の協賛 

その他、準備委員会が認めるもの。 

 

４ 協賛として取り扱わないもの 

(1) 大会の趣旨に反するもの。 

(2) 法令、公の秩序または、善良な風俗を乱す恐れがあると認められるもの。 

(3) 政治活動、宗教活動等に関わるものであると認められるもの。 

(4) 個人の氏名を宣伝する目的のものと認めるもの。 

(5) その他、準備委員会が適当でないと認めるもの。 

 

 

 

 

 

 

参考資料６ 

平成２９年４月１７日 

第３回常任委員会決定 
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５ 協賛の表示 

(1) 協賛物品等には、協賛者の意向に応じ、以下の内容で協賛の表示をすることができる。 

ア 協賛物品への協賛企業・団体名の表示。 

イ ホームページへの企業・団体名等の紹介。 

ウ 各種印刷物及び配布物への企業・団体名の表示。 

エ その他、準備委員会が認めるもの。 

(2) 前号の規定により表示をする場合は、協賛者の広告宣伝等が必要以上に強調されない

よう留意する。ただし、既存の製品提供の場合を除く。 

 

６ 使用禁止の大会呼称 

協賛企業の大会呼称については、(公財)日本体育協会といきいき茨城ゆめ国体・いきいき

茨城ゆめ大会実行委員会が共同で実施する企業協賛制度に則り、次号については使用できな

いものとする。 

(1) 国体パートナー、オフィシャルスポンサー、オフィシャルサポーター、オフィシャル

サプライヤー、大会協力企業の呼称。 

(2) 市・競技を限定せず、大会全体を指す呼称。 

 

７ 協賛への謝意 

協賛物品を受け入れた場合は、必要に応じて市ホームページ等にその旨を掲載するなど、

市民周知に努めるものとする。また、付表１の謝意実施基準に基づき、協賛者へ謝意を表す

ものとする。 

 

８ 協賛の受入期間 

協賛の受入期間は、２０１７年６月１日から２０１９年８月３０日までとする。 

 

９ その他 

この要項に定めるもののほか、大会協賛の取り扱いに関して必要な事項は、別に定める。 

 

１０ 付則 

この要項は、平成２９年４月１７日から施行する。 
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第７４回国民体育大会下妻市競技会運営基本計画 

 

１ 目的 

 本市で開催される、第７４回国民体育大会及びリハーサル大会における競技会について、

県、競技団体との緊密な連携を図りながら、選手が日頃の練習の成果を十分に発揮できるよ

う円滑で効率的に運営するため、本計画を策定する。 

 

２ 内容 

(1)競技会の運営 

競技会の運営については、県、競技団体、施設管理者、その他関係機関と緊密な連携を

図るとともに、広範多岐にわたる業務を円滑に運営できる体制づくりを行う。 

 

(2)競技役員等の編成 

競技役員等の編成については、県、競技団体、その他関係機関と協議のうえ、適正な配

置を行う。 

 

(3)競技会場及び練習会場の整備等 

競技会場及び練習会場の整備及び確保等については、県、競技団体、その他関係機関と

協議のうえ、計画的かつ効率的に行う。 

 

(4)競技用具の整備 

競技用具の整備については、県、競技団体、その他関係機関と協議のうえ、計画的かつ

効率的に行う。 

 

(5)記録 

競技記録の収集及び速報については、県、競技団体、その他関係機関と協議のうえ、正

確かつ迅速に処理できる体制づくりを行う。 

 

(6)リハーサル大会 

リハーサル大会の競技会運営については、前各号を準用する。 

また、基本的には先催県の開催内容を踏襲しながらも、役員の編成及び会場整備、記録

等については、本大会ソフトボール競技会の実施に必要な競技会運営能力の向上を図る

ため、出来る限り本大会にあわせたものとする。 

 

参考資料７ 

平成２９年４月１７日 

第３回常任委員会決定 
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第７４回国民体育大会下妻市式典基本計画 

 

１ 目的 

 本市で開催される、第７４回国民体育大会及びリハーサル大会（以下「大会」という）に

おける式典については、大会参加者への歓迎、賞賛を表すものとし、簡素な装飾や演出に努

めることを基本としつつも、創意工夫を凝らし、温かみのある運営に努めるため、本計画を

策定する。 

 

２ 内容 

(1)式典の種類 

式典の種類は、開始式、表彰式、炬火イベントとする。 

 

(2)開始式 

開始式は、実施の有無を競技団体と協議し、実施する場合にあっては、選手等の負担と

ならないよう配慮するとともに、競技運営に支障のないよう簡素化に努める。 

 

(3)表彰式 

表彰式は、競技団体及び関係機関等と協議し、選手の健闘をたたえる式典となるよう努

める。 

 

(4)炬火イベント 

炬火イベントは、本市の特色を活かし、市民が親しみを持てるよう、創意と工夫を凝ら

して実施する。 

 

(5)式典音楽 

式典で使用する音楽は、ＣＤ等の活用を図るなど簡素化に努める。 

 

(6)リハーサル大会 

リハーサル大会における式典については、先催県の実施内容を踏襲しつつ、前各号を準

用する。 

 

参考資料８ 

平成２９年４月１７日 

第３回常任委員会決定 
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第７４回国民体育大会下妻市施設整備基本計画 

 

１ 目的 

 本市で開催される、第７４回国民体育大会及びリハーサル大会における競技施設の整備に

ついて、国民体育大会開催基準要項に規定されている施設基準等を考慮し、既存施設の有効

活用に努めながら、競技運営に支障がないよう、万全を期した整備を行うため、本計画を策

定する。 

 

２ 内容 

(1)競技会場の整備 

競技施設の整備については、競技運営に支障がないよう、県、競技団体その他関係機関

及び施設管理者等と十分協議のうえ、既存施設の有効活用を原則とし、仮設等での対応

を含め、適切で効率的な整備を行う。 

 

(2)練習会場の整備 

練習会場の整備については、県、競技団体及び施設管理者等と十分協議のうえ、既存施

設を有効活用し、現状での利用を基本とする。 

 

(3)臨時仮設物の整備 

競技施設、観客席、案内所、休憩所等の臨時仮設物については、県、競技団体その他関

係機関及び施設管理者等と十分協議のうえ設置する。 

 

(4)給排水施設の整備 

休憩所及び仮設トイレ等で、給排水設備が必要な場合には、施設管理者等と十分協議の

うえ、仮設により整備する。 

 

 

参考資料９ 

平成２９年４月１７日 

第３回常任委員会決定 
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第７４回国民体育大会下妻市医療救護実施要項 
 
１ 趣旨 

この要項は、第７４回国民体育大会下妻市開催推進総合計画に基づき、本市で開催される、第７４

回国民体育大会及びリハーサル大会（以下「大会」という。）における医療救護対策について万全を期

するため、必要な事項を定める。 

 

２ 実施方法 

第７４回国民体育大会下妻市準備委員会（以下「準備委員会」という。）は、いきいき茨城ゆめ国体・

いきいき茨城ゆめ大会実行委員会と相互に連絡調整を図るとともに、関係機関・団体等の協力を得て

医療救護対策を実施する。 

 

３ 救護所の設置 

(1) 設置場所    

   救護所は、各競技会場の適切な場所に設置する。 

(2) 人員配置 

救護所には、必要に応じて医師、看護師、保健師及び救急隊員等を置く。 

(3) その他 

救護所には、必要に応じて医薬品、医療器具、ＡＥＤ等を配備する。ドーピング禁止物質を含

有する医薬品は配備しないこととする。 

 

４ 救護所における医療救護 

救護所では、患者に対する応急処置及び軽易な治療を行うほか、必要に応じて医療機関に移送する。 

 

５ 練習会場における医療救護 

練習会場に医薬品等を配備するとともに、必要に応じて係員等を配置する。ドーピング禁止物質を

含有する医薬品は配備しないこととする。 

 

６ 炬火イベント等における医療救護 

下妻市内における炬火イベント等に関して、必要に応じて医療救護対策を実施する。 

 

７ 宿舎における医療救護 

大会参加者等が、宿舎において発病・負傷した場合には、宿舎提供者が医療機関の紹介、または救

急自動車の出動依頼を行うとともに、その旨を速やかに下妻市実施本部に連絡する。また、準備委員

会は、本役割について宿舎提供者への周知に努める。 

 

参考資料１０ 

平成２９年４月１７日 

第３回常任委員会決定 
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８ 救急自動車等の配備 

救急自動車等の配備については、別途関係機関と協議して定める。 

 

９ 医療費の負担 

救護所での診察費用及び救急自動車等による移送費用を除き、医療費は全て受診者が負担するもの

とする。 

 

１０ その他 

(1) この要項に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 

(2) ソフトボール競技のリハーサル大会における医療救護対策についても、必要に応じてこの要項

を準用する。 

 

付則 

 この要項は、平成２９年４月１７日から施行する。 
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第７４回国民体育大会下妻市防疫対策実施要項 

 

１ 趣旨 

この要項は、第７４回国民体育大会下妻市開催推進総合計画に基づき、本市で開催される、第７４

回国民体育大会及びリハーサル大会（以下「大会」という。）における防疫対策について万全を期する

ため、必要な事項を定める。 

 

２ 実施方法 

第７４回国民体育大会下妻市準備委員会は、いきいき茨城ゆめ国体・いきいき茨城ゆめ大会実行委

員会と相互に連絡調整を図るとともに、関係機関・団体等の協力を得て防疫対策を実施する。 

 

３ 防疫対策 

(1) 衛生に対する意識の向上 

   感染症の発生予防のため、市民及び大会参加者等の衛生に対する注意喚起を図り、手洗いをは

じめとする感染対策等、予防に向けた取組を奨励する。 

(2) 感染症に関する情報の収集及び提供 

ア 大会参加者等の感染症患者についての情報収集 

    大会参加者等に感染症患者が発生した場合は、関係機関が迅速に対応できるよう必要な連絡

体制を整備する。 

イ 大会期間中の注意喚起 

    下妻市での流行状況を常に監視し、ホームページ等を活用し大会参加者等への情報提供及び

注意喚起に努める。 

(3) 感染症患者（疑似症患者、無症状病原体保有者を含む。）に対するその他の措置 

   大会参加者等に感染症患者が発生した場合は、患者に対して医療機関に関する情報を迅速に提

供するなど、適切な治療を受けられるよう努めるとともに、感染の拡大防止に向けて法令等に

基づき必要な措置を講じる。 

 

４ その他 

(1) この要項に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 

(2) ソフトボール競技のリハーサル大会における防疫対策についても、必要に応じてこの要項を準

用する。 

 

付則 

 この要項は、平成２９年４月１７日から施行する。 

 

参考資料１１ 

平成２９年４月１７日 

第３回常任委員会決定 
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第７４回国民体育大会下妻市食品衛生対策実施要項 

 

１ 趣旨 

この要項は、第７４回国民体育大会下妻市開催推進総合計画に基づき、本市で開催される、第７４

回国民体育大会及びリハーサル大会（以下「大会」という。）における食品衛生対策について万全を期

するため、必要な事項を定める。 

 

２ 実施方法 

第７４回国民体育大会下妻市準備委員会は、いきいき茨城ゆめ国体・いきいき茨城ゆめ大会実行委

員会と相互に連絡調整を図るとともに、関係機関・団体等の協力を得て食品衛生対策を実施する。 

 

３ 食品衛生対策 

(1) 食品衛生に対する意識の向上    

食品関係事業者並びに市民及び大会参加者等の食品衛生に関する意識向上を図り、食品の衛生

的取扱いの向上に努める。 

 (2) 監視指導 

   関係機関・団体等と連携し、宿泊施設、弁当調製施設、土産食品の製造・販売施設、大会会場

の食品販売店等に対して、監視指導を行い、食品の衛生確保や適正表示の徹底を図る。 

 (3) 健康管理 

   関係機関・団体等と連携し、食品関係事業者に対し、食中毒の発生予防を重点とした従事者の

健康管理の徹底及び病原体保有者の発見に向けた検査の実施を励行するよう指導する。 

(4) 食中毒発生時の対応 

   大会参加者等に食中毒患者が発生した場合は、食品衛生法等に基づき必要な措置を講じるとと

もに、関係機関が迅速に対応できるよう、必要な連絡体制を整備する。 

 

４ その他 

(1) この要項に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 

(2) ソフトボール競技のリハーサル大会における食品衛生対策についても、必要に応じてこの要項

を準用する。 

 

付則 

 この要項は、平成２９年４月１７日から施行する。 

 

 

参考資料１２ 

平成２９年４月１７日 

第３回常任委員会決定 

56



 

 

第７４回国民体育大会下妻市環境衛生対策実施要項 

 

１ 趣旨 

この要項は、第７４回国民体育大会下妻市開催推進総合計画に基づき、本市で開催される、第７４

回国民体育大会及びリハーサル大会（以下「大会」という。）における環境衛生対策について万全を期

するため、必要な事項を定める。 

 

２ 実施方法 

第７４回国民体育大会下妻市準備委員会は、いきいき茨城ゆめ国体・いきいき茨城ゆめ大会実行委

員会と相互に連絡調整を図るとともに、関係機関・団体等の協力を得て環境衛生対策を実施する。 

 

３ 環境衛生対策 

(1) 競技会場等の環境美化 

   関係機関・団体等と連携し、競技会場及び練習会場等の衛生管理体制を確立し、会場を清潔に

保持するよう努める。 

(2) ごみの減量化及びリサイクルの推進 

   大会の準備及び実施に当たっては、ごみの減量化及び再資源化に努める。 

(3) 宿泊施設における衛生対策 

関係機関・団体等と連携し、宿泊施設の管理者に対し、宿泊者が快適な条件のもと過ごせるよ

う宿泊施設及びその周辺の環境衛生の保持に努めるよう指導する。 

(4) 飲料水の衛生対策 

   水道事業者、その他関係機関と連携し、必要に応じて水質検査等を行うとともに、施設等の維

持管理に関する指導の強化を図るなど、飲料水の衛生保持に努める。 

 

４ その他 

(1) この要項に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 

(2) ソフトボール競技のリハーサル大会における環境衛生対策についても、必要に応じてこの要項

を準用する。 

 

付則 

 この要項は、平成２９年４月１７日から施行する。 

 

参考資料１３ 

平成２９年４月１７日 

第３回常任委員会決定 
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第７４回国民体育大会下妻市輸送交通業務実施要項 
 
１ 趣旨 

この要項は、第７４回国民体育大会下妻市開催推進総合計画に基づき、本市で開催される、第７４

回国民体育大会及びリハーサル大会（以下「大会」という。）における輸送交通業務の実施について、

万全を期するため必要な事項を定める。 

 

２ 実施方法 

第７４回国民体育大会下妻市準備委員会（以下「準備委員会」という。）は、いきいき茨城ゆめ国体・

いきいき茨城ゆめ大会実行委員会（以下「県実行委員会」という。）と相互に連絡調整を図るとともに、

所轄警察署及び関係機関・団体等の協力を得て、輸送交通業務を実施する。 

 

３ 輸送交通業務の内容 

(1) 輸送対象者 

輸送対象者は、次に掲げる者とする。 

ア 選手･監督 

イ 競技役員 

ウ 競技会役員、競技会係員、競技補助員、競技会補助員 

エ 報道関係者、視察員 

オ 一般観覧者 

カ その他、準備委員会が必要と認めた者 

    ※上記、オ及びカを除いたものを以下「大会参加者」という。 

(2) 輸送交通業務の実施期間 

輸送交通業務の実施期間は原則として、公式練習日を含む競技会の会期中とする。ただし、特

別な事情があると認められる場合は延長する。 

(3) 輸送交通業務の範囲等 

ア 大会参加者の輸送範囲 

a  市が指定する乗降駅から宿泊までの間のうち、準備委員会が必要と認めるもの。 

b  総合開会式参加者（ア選手・監督及びイ競技役員）に係る宿泊から県実行委員会が設定する 

指定集合地までの間。なお、指定集合地において輸送業務を県実行委員会に引き継ぐものと 

する。 

c  競技会場、練習会場、指定集合地、宿舎、その他大会関連諸行事の会場等の相互間。 

イ 一般観覧者の輸送範囲 

    a  競技会場、市が指定する乗降駅、遠隔地にある指定駐車場の相互間。 
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ウ 輸送方法 

a  輸送については、原則として公共交通機関を利用することとし、公共交通機関による輸送が 

困難な場合及び競技の実施に著しく支障がある場合は、計画輸送を行う。 

 

４ 輸送力の確保 

(1) 臨時バスの運行等 

準備委員会は、必要と認められる場合に、関係機関･団体に対し、臨時バスの運行、バス路線

の変更及び停留所の臨時設置等を要請するとともに、必要な措置を講じる。 

(2) 車両の確保 

計画輸送に使用する車両については、借上げバス・タクシー等により行い、関係機関・団体等

の協力を得て、必要台数を準備委員会が確保する。 

(3) 予備車の確保 

準備委員会は、大会開催期間中、予備車を準備して緊急時に備える。 

 

５ 輸送業務の内容  

(1) 輸送計画の策定 

準備委員会は、関係機関･団体の協力を得て、輸送対象者、発着場所、発着時刻等を内容とす

る輸送計画を策定する。 

(2) 指定集合地の設定 

準備委員会は、輸送の効率化を図るため、必要に応じて関係機関・団体と協議のうえ指定集合

地を設定する。 

(3) 輸送経路の設定 

準備委員会は、参加人員、時間帯等を考慮し、関係機関・団体と協議のうえ輸送経路を設定す

る。 

(4) 輸送案内 

準備委員会は、必要に応じて主要な駅等に案内所を設置し、宿舎及び競技会場等への誘導案内

を行う。 

(5) 広域配宿における輸送 

準備委員会は、広域配宿によって下妻市以外に所在するホテル等を宿舎として利用する選手・

監督及び競技役員等の輸送を必要に応じて実施する。 

(6) 同一競技が２市町以上で行われる場合の輸送 

同一競技が２市町以上の会場地で行われる場合の輸送は、関係会場地実行委員会と協議のうえ

必要に応じて実施する。 

(7) 一般観覧者の輸送 

準備委員会は、一般観覧者の安全、円滑かつ効率的な輸送を行うため関係機関・団体の協力を

得て、必要な措置を講じる。 
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６ 交通業務の内容 

(1) 交通規制 

準備委員会は、競技会の円滑な運営に万全を期するため、所轄警察署等の協力を得て、必要に

応じて競技会場周辺等における交通規制措置を講じる。 

(2) 案内・誘導 

準備委員会は、大会参加者及び一般観覧者を安全で正確かつ迅速に目的地へ誘導するため、必

要に応じて、主要道路、競技会場及びその周辺並びに駐車場等の案内・誘導看板等を設置する。 

(3) 交通整理 

準備委員会は、大会参加者及び一般観覧者の運行の安全及び競技会場周辺の混雑防止のため、

必要な箇所に係員を配置し、交通の整理誘導を実施する。 

(4) 路上駐車の防止 

準備委員会は、交通渋滞や交通事故発生の要因となる路上駐車を防止するため、所轄警察署の

協力を得て、競技会場周辺の巡回等必要な措置を講じる。 

(5) 指定駐車場の確保及び開設 

   準備委員会は、大会参加者及び一般観覧者が利用する車両台数を勘案し、関係機関・団体の協

力を得て、競技会場、練習会場の周辺等に必要な指定駐車場の確保に努める。なお、指定駐車

場が遠隔地となる場合は、シャトルバスの運行等必要な措置を講じる。 

(6) 指定駐車場の管理及び運営 

   準備委員会は、指定駐車場に係員を配置し、車両の適切な誘導を行い、事故防止に努める。 

(7) 駐車許可証の交付 

   準備委員会は、特に利用者を限定する必要がある特定の指定駐車場利用者に対して、事前に駐

車許可証を交付し、適切な車両誘導及び駐車場の円滑な管理運営を図る。 

(8) 交通環境整備 

   準備委員会は、大会期間中の環境への負荷の軽減と交通混雑の緩和のため、大会参加者及び一

般観覧者に対し、公共交通機関の利用推進及び自家用車での来場自粛を働きかける。 

(9)道路機能の保全 

   準備委員会は、大会関係車両の通行が予想される道路の破損箇所の補修など必要な保全対策及

び大会期間中、交通渋滞が予想される道路や競技会場等周辺道路における道路工事の抑制等に

ついて、関係機関へ協力を求める。 

 

７ その他 

(1) この要項に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 

(2) ソフトボール競技のリハーサル大会における輸送交通業務実施についても、必要に応じてこの

要項を準用する。 

 

付則 

 この要項は、平成２９年４月１７日から施行する。 
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第７４回国民体育大会下妻市警備・消防防災業務実施要項 
 
１ 趣旨 

この要項は、第７４回国民体育大会下妻市開催推進総合計画に基づき、本市で開催される、第７４

回国民体育大会及びリハーサル大会（以下「大会」という。）における警備・消防防災業務の実施につ

いて、万全を期するため必要な事項を定める。 

 

２ 警備業務 

(1) 基本的事項 

   大会関連施設の雑踏事故及びその他事件・事故の防止に取り組む。 

(2) 実施内容 

ア 大会開催前業務内容 

a  警備計画の作成に関すること。 

b  警備体制の整備・確立に関すること。 

c  実地踏査の実施に関すること。 

d  通信体制の整備・確立に関すること。 

e  業務に携わる警備員及び係員の確保と事前教育の実施に関すること。 

f  施設・構造物の安全対策の推進に関すること。 

g  関係機関との連絡協力体制の確立に関すること。 

      h  その他必要な警備業務に関すること。 

イ 大会期間中業務内容 

   a  大会関連施設及び周辺における犯罪の予防に関すること 

      b  雑踏事故、その他の事件・事故の防止に関すること。 

      c  大会関連施設及び必要と認める箇所での交通誘導警備に関すること。 

   d  選手・監督、役員、視察員、報道関係者その他関係者及び一般観覧者の大会関連施設での誘

導及び混雑防止の措置に関すること。 

   e  大会関連施設における避難通路の確保に関すること。 

   f  迷子、遺失物等への対応に関すること。 

      g  その他必要な警備業務に関すること。 

 

３ 消防防災業務 

(1) 基本的事項 

消防法等関係法令を遵守するとともに、下妻市地域防災計画及び各施設の消防計画に定められ

た事項に基づき、競技会場、練習会場、駐車場（以下「大会関連施設」という。）及び宿泊施

設の消防防災に取り組む。 
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(2) 実施内容 

ア 大会開催前業務内容 

   a  大会関連施設における消防防災体制の確立に関すること。 

   b  大会関連施設における消防用設備及び水利等の点検整備に関すること。 

   c  消防防災に必要な教育訓練の実施に関すること。 

   d  防火防災意識の高揚と、啓発活動の推進に関すること。 

   e  大会関連施設での避難訓練に関すること。 

      f  大会関連施設及び宿泊施設の予防査察に関すること。 

      g  その他必要な消防防災業務に関すること。 

イ 大会開催期間中業務内容 

   a  大会関連施設における火災等の予防、警戒及び鎮圧に関すること。 

   b  大会関連施設の救急救助に関すること。 

   c  大会関連施設における避難経路の確保及び火災その他の災害発生時における避難誘導に関

すること。 

   d  その他必要な消防防災業務に関すること。 

(3) 広域配宿に係る対策 

広域配宿に係る対策については、関連機関及び宿泊市町村と調整し実施する。 

(4) 大規模災害等に係る対策 

大会の開催前及び開催期間中において、下妻市災害対策本部が設置された場合は、下妻市の防

災関係部局と連携し対応する。 

 

４ その他 

(1) この要項に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 

(2) ソフトボール競技のリハーサル大会における消防防災・警備業務実施についても、必要に応じ

てこの要項を準用する。 

 

付則 

 この要項は、平成２９年４月１７日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

62



ffil 4@tr E.l6Ht* ( u r I ur * fifiiro &) tr.16) f;H+iErl *FJ

(E'tf;HHI
H1Hw*

2E H3E | ffi4E HsE I H6E
W2frffi-il-rx_

H7E I S8E
W4fron-!ft-ff

H$H
1*/8

E

BlrrH
10ffi U ,=.-

.rH #i s/30 ',3W
{r

ftB
A
EI h: .a'

= IL
U.l: r, ti\il @

ai
drb

.4,E Ff A. rL o
[a L Dfr, t9 A{6EIj tJ'l:1, lr i.fi 5 o o o o o

rt v )J

F\+H+ ffi48ff 4 o o o o
U'FflA 5 o o o o o
k + Uf:t>tfi'rt 4 o o o o

7 7 + {E Erl IFIE+ 4 o o o o
7f. l- 4fEEU H*+ 4 o o o o
/J, v t 4f6ElJ Hi@+i 5 o o o o o
/J\ , v , +. @ FJtl ffiEHl 5 o o o o o

z\V
/l\ /v 6/\ffiI]

It+B+
U./:6/ri'ff

4 o o o o
fr.+k+ 4 o o o o
,r+X+ 4 o o o o
,r+k+ tr" tfi, fr 4 o o o o

)\^+ylii.*tv
fr"+B+ Er?iF 4 o o o o
D+H+ 5 o o o o o
fr.+k+ zkFfr 4 o o o o
,t+k+ 5 o o o o o

v 7 v , A f6 EIJ zkFfi 4 o o o o
1Z v ,. + t& fri) ['] fl El 4 o o o o
)-l ly=a 1>C e {6 ErJ 6#fii 5 o o o o o

EE+E+ LEHfi 5 o o o o o
It+k+ 1 o
FF,+K+ ++rr 4+ rlr 4 o o o o
,t+H+

HfAffi 4 o o o o
,t+k+ 5 o o o o o

HEH l7v2 AffiEl] m+fr 4 o o o o
A{6EIj o ( it'fr 1 o

,71-7=7 Ef6EU 1t*.w,fi 4 o o o o
H I* EffiEI] H rr. rF 5 o o o o o

+ -L BI I* lt+%+

ZKFfi] 4 o o o o
+iHffi Z o o
8trff] 2 o o
YFfiffi 4 o o o o
+^ffi 2 o o
r-=r .fX rlr 2 o o

tE H +ffi8\ i iffi rlr 3 o o o
,E I/lf Af6EI] flli r4 di 5 o o o o o

Af6ElJ z( fa rlr 4 o o o o
z- rE effiEl HEril6ffi 3 o o o

Y7l-i-.)v

lr.+ B + H[+,[8fr
3 o o o

It+k+ o o o
D+fr+ o o o
,t+k+ 3 o o o

*rEft
,H

r'+fl

63

mkprof
タイプライターテキスト
■

mkprof
長方形

mkprof
タイプライターテキスト
参考資料１６



EA,T'

HH

ffi1* s3 El t 7ts ffiaE fiioH fi#
1 0r8g/28 c/3ol.ro/1 ta/, 1f,/i rilfil5 ,10/6 o/-:1

+ .E ==+ ,h # l,l ri,E:::: ,r
+.ffi8\ r.m+ 4 o o o

- tH +. ffr E\ Z(Frl 4 o o o o
7 4 7 )vqt* C P fi,+fr+ #. tfr Et o o o

C P D)'N Af6ElJ tX ,Irl f 4 o o o o
AI E + tfi EtJ ffrtr'+ c o o o
-7rv'-7yl-;f,--/L AffiEI] Z( f1 rl 5 o o o o o
ilE ,*r-^ +" ffi friJ $+8tr o o o

if tv7. t1 Y Y AffiEI] 3 o o o

^7'y > | A {6 EI] tF{8tr 4 o o o o
z7u*L +ffiBIJ l(+Ht t o o
,4)vl:rt-r- 2 o o

,r-far- A fE EI] o ( if ff a o o o
+. -f € A f6 EIJ +^tr o o o
, v qt + +16frr srfirF a.) o o o

d /4, tt + t6 fril Hl18,(trfi a o o o
fi , , ,' e f6 Erl ry'FrF 6 o o o o o o

= )v 7 ffi+fr+ t ijE El , o o o
,t+E r . k+ +.rfifi c.) o o o
e f6 Erl H*fr 1 o

(iE=tf;Hft(*HHiltffiffiE) l
E*l I sta I s/s le/lols/l1lrs/1i

-

':,::::?.::l::{l'i t H ,l ,Fl li lk I :i< I fi= E,l H

tl< /,i(

fl.n ,t AffiEIJ
(.rl: % /r /'fr

c o o o
,ru I E f6 EIJ 3 o o o

,t+k+ 1 o
/( ffi ,t+fr+ .t7. 1iHffi 4 o o o o
t--ltr+-r-71:r/ AfEE( i+n*ffi 1 o

/\v*f,* /v ta-t,\ v*B- )v affiErl t#EEl 4 o o o o

WH
F.X, & +. 4fr frr E trTF 4 o o o o
*fi l+ r+ ,t+k+ o o
l, >rl: Y > Af6E|J fiH Bt ffi 2 o o

(ffiElHHH)

(a\r#f;Hfr)

:::r:::i4*"

fid dI e f6 Erl 6 IEI fil 2 8E318 (1) - eF 1B (E)
fi'rfi,ttfi+ +. tfi friJ !X+rF 2 eE15B (B) - eE16F G)
t\V*y 774>r' +. +a fl) -: ( ijd: o eF27 E (t) - e823fl (E)

tl-trjtv +ffifri) '1- )1 tr' I 8E31E (t) - sF 1E (E)

) 7 , )/ r* ) tu7 Af6EU I++8ffi 2 eFt4E (+) - eE15B (E)

ff; &'a ffiHil *t.&!E
&_il! ggs E

lU/ t

E ,H..

,f;*&€ EfiI} iift

frfr$"e fE B[ *B}E
g2E H4E H6E ,#78 frpE

1A/1 IU1 l.l lu./! tv/, fitsl1A/t I U/: /:l:+t /,J

* :F E * + E H a:lk.

,8"++tiEfr* rE -t (,Frl 4 o o o o
#k ,t tiffifl 4 o o o o

frH tfr. * $E E|l iH$SEfE

2

64

mkprof
タイプライターテキスト
■



第７４回国民体育大会下妻市準備委員会会則 

        

第１章 総則 

 （名称） 

第１条 本会は、第74回国民体育大会下妻市準備委員会（以下「準備委員会」という。）と

称する。 

 （目的） 

第２条 準備委員会は、第７４回国民体育大会（以下「大会」という。）において、本市で

開催される競技会（以下「競技会」という。）の円滑な運営に必要な準備を行うことを目

的とする。 

 （所掌事項） 

第３条 準備委員会は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事項を行う。 

 (１) 競技会の開催及び運営に必要な方針及び計画の決定に関すること。 

 (２) 競技会の開催及び運営に係る準備に関すること。 

 (３) 競技会の開催に必要な施設及び設備に関すること。 

 (４) 競技会の開催及び準備のための経費に関すること。 

(５) 関係競技団体その他の関係団体及び関係機関との連絡調整に関すること。 

(６) 市民のスポーツ意識の高揚に関すること。 

(７) その他準備委員会の目的達成に必要な事項に関すること。 

 

第２章 組織 

 （組織） 

第４条 準備委員会は、会長及び委員をもって組織する。 

２ 委員は、次の各号に掲げる者のうちから会長が委嘱する。 

  (１) 関係競技団体その他の関係団体及び関係機関を代表する者 

  (２) 市職員 

(３) 学識経験を有する者 

  (４) その他会長が特に必要と認める者 

  （役員） 

第５条 準備委員会に次の各号に掲げる役員を置く。 

 (１) 会長   １名 

 (２) 副会長  １０名以内 

 (３) 常任委員 ３０名以内 

 (４) 監事    ２名 

 （役員の選任） 

第６条 会長は、下妻市長をもって充てる。 

２ 副会長、常任委員及び監事は、総会の同意を得て、委員のうちから会長が委嘱する。 

平成２８年２月２５日 

準備委員会設立総会決定 

参考資料１７ 
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 （役員の職務） 

第７条 会長は、準備委員会を代表し、会務を総理する。 

２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、あらかじめ会長

が指名した順位により、その職務を代理する。 

３ 常任委員は、常任委員会を構成し、第１２条第７項に掲げる事項を審議する。 

４ 監事は、準備委員会の財務を監査する。 

（任期等） 

第８条 委員及び役員（以下「委員等」という。）の任期は、委嘱されたときから準備委員

会の目的が達成されたときまでとする。ただし、委員等が就任時におけるそれぞれの所

属の団体又は機関の役職を離れた場合は、その委員等は辞職したものとみなし、その後

任者が前任者の残任期間を務めるものとする。 

２ 会長は、委員等に特別な事情が生じたときは、その職を解き、必要に応じて補充する

ことができる。 

３ 会長は、前２項の規定により委員等に変更があったときは、次の総会において報告す 

る。 

４ 委員等は、無報酬とする。 

（顧問及び参与） 

第９条 準備委員会に、顧問及び参与を置くことができる。 

２ 顧問及び参与は、会長が委嘱する。 

３ 顧問は、会務の重要な事項について、会長の諮問に応じ助言を行う。 

４ 参与は、会長が必要と認める事項について、会長の諮問に応じ助言を行う。 

５ 前条の規定は、顧問及び参与の任期等について準用する。 

 

第３章 会議 

（会議の種類） 

第１０条 準備委員会に、次の各号に掲げる会議を置く。 

 (１) 総会 

 (２) 常任委員会 

 (３) 専門委員会 

 （総会） 

第１１条 総会は、会長及び委員をもって構成する。 

２ 総会は、必要に応じて会長が招集する。 

３ 総会の議長は、会長又は会長が指名した者がこれに当たる。 

４ 総会は、次の各号に掲げる事項について審議し、議決する。 

 (１) 競技会の開催及び運営に係る基本方針に関すること。 

 (２) 会則の制定及び改廃に関すること。 

 (３) 事業計画及び事業報告に関すること。 
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 (４) 予算及び決算に関すること。 

(５) 常任委員会に委任する事項に関すること。 

(６) その他重要な事項に関すること。 

５ 総会は、委員の過半数の出席がなければ開催し、議決することはできない。ただし、

総会に出席できない委員は、あらかじめ通知された事項について、代理人に権限を委任

し、又は書面で議決に加わることができる。 

６ 総会の議事は、出席委員（代理人に権限を委任し、又は書面で議決に加わった者を含

む。）の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

７ 会長は，必要に応じて顧問及び参与に総会への出席を求めることができる。 

 （常任委員会） 

第１２条 常任委員会は、会長、副会長及び常任委員をもって構成する。 

２ 委員長は、会長をもって充てる。 

３ 副委員長は、副会長のうちから会長が指名する。 

４ 常任委員会は、必要に応じて委員長が招集する。 

５ 常任委員会の議長は、委員長又は委員長が指名した者がこれに当たる。 

６ 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。 

７ 常任委員会は、次の各号に掲げる事項について審議し、決定する。 

 (１) 総会から委任された事項に関すること。 

 (２) 専門委員会の設置及び専門委員会への付託に関すること。 

 (３) 総会を招集するいとまのない緊急な事項に関すること。 

 (４) その他委員長が必要と認める事項に関すること。 

８ 常任委員会は、前項第２号に規定する付託事項のうち、必要と認める事項については、

専門委員会に委任することができる。 

９ 常任委員会は、前２項の規定により審議決定した事項及び次条第３項の規定により専

門委員から報告があった事項を、必要に応じて次の総会に報告するものとする。 

１０ 前条第５項及び第６項の規定は、常任委員会について準用する。 

１１ 第８条の規定は、常任委員会の任期等について準用する。 

 （専門委員会） 

第１３条 専門委員会は、会長が委嘱した専門委員をもって構成する。 

２ 専門委員会は、常任委員会から付託された事項について調査し、及び審議し、その結

果を常任委員会に報告しなければならない。 

３ 専門委員会は、常任委員会から委任された事項について調査し、及び審議し、その結

果を必要に応じて常任委員会に報告する。 

４ 前３項の規定に定めるもののほか、専門委員会に関し必要な事項は、常任委員会に諮

った上で、会長が別に定める。 

５ 第８条の規定は、専門委員の任期等について準用する。 
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 第４章 会長の専決処分 

（会長の専決処分） 

第１４条 会長は、総会及び常任委員会（以下「総会等」という。）を招集するいとまがな

いとき、又は総会等の権限に属する事項で軽易なものについては、これを専決処分する

ことができる。 

２ 会長は、前項の規定により専決処分したときは、これを次の総会等に報告し、承認を

得なければならない。 

 

 第５章 事務局 

 （事務局） 

第１５条 準備委員会の事務を処理するため、事務局を大会主管課内に置く。 

２ 事務局に関し必要な事項は、会長が別に定める。 

 

第６章 会計 

（経費） 

第１６条 準備委員会の経費は、交付金及びその他の収入をもって充てる。 

 （予算及び決算） 

第１７条 準備委員会の収支予算は、総会の議決により定め、収支決算は、監事の監査を

経て総会の承認を得なければならない。 

 （会計年度） 

第１８条 準備委員会の会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日までとする。 

２ 準備委員会の会計に関し必要な事項は、会長が別に定める。 

 

 第７章 解散 

 （解散） 

第１９条 準備委員会は、第２条に規定する目的が達成されたときは、総会の議決を経て

解散するものとする。 

２ 準備委員会が解散するときに有する残余財産は、総会の議決を経て処分する。 

 

 第８章 補則 

 （委任） 

第２０条 この会則に定めるもののほか、準備委員会の運営に必要な事項は、会長が別に

定める。 

 

   付 則（平成２８年２月２５日総会議決） 

この会則は、平成２８年２月２５日から施行する。 

68



(順不同・敬称略)

会　　長

所属機関・団体・役職名 氏 名

下妻市長 稲葉　　本治

副 会 長

所属機関・団体・役職名 氏 名

下妻市議会議長 須藤　　豊次

下妻市副市長 野中　　周一

下妻市教育長 横瀬　　晴夫

下妻市体育協会会長 井上　　　暢

下妻市商工会会長 外山　　崇行

下妻市観光協会会長 木村　　　進

下妻市ソフトボール連盟会長 髙村　　恵多

常任委員

所属機関・団体・役職名 氏 名

茨城県常総保健所長 本多　めぐみ

下妻警察署長 福地　健一郎

下妻消防署長 上原　　孝一

下妻市校長会会長 島田　　和夫

茨城県ソフトボール協会理事長 大久保　進司

茨城県ソフトボール協会事務局長 吉田　　陵平

鬼怒川流域交流Ｅボート大会実行委員会委員長 飯島　　和一

株式会社ふれあい下妻総務部長 松本　　知明

常総ひかり農業協同組合代表理事組合長 塚本　　治男

茨城県ハイヤー・タクシー協会県西支部下妻部会長 黒須　　英夫

真壁医師会下妻支部支部長 中山　　公彦

下妻市自治区長連合会会長 田﨑　　光男

下妻市ふるさとづくり推進協議会会長 飯塚　　武彦

下妻市市長公室長 中山　　義則

下妻市総務部長 根本　　桂二

下妻市市民部長 大月　　義男

下妻市保健福祉部長 折原　　嘉行

第７４回国民体育大会

下妻市準備委員会委員・役員名簿

参考資料１８

69



所属機関・団体・役職名 氏 名

下妻市経済部長 斉藤　　　敏

下妻市建設部長 神郡　　健夫

下妻地方広域事務組合事務局長 菊池　　正行

下妻市議会事務局長 飯村　　孝夫

監　　事

所属機関・団体・役職名 氏 名

下妻市代表監査委員 渡辺　　俊一

下妻市会計管理者 塚田　　　篤

顧　　問

所属機関・団体・役職名 氏 名

茨城県議会議員 飯塚　　秋男

参　　与

所属機関・団体・役職名 氏 名

下妻市教育委員会教育長職務代理者 青木　　明美

下妻市教育委員会委員 平間　　　守

下妻市教育委員会委員 石濱　　義則

下妻市教育委員会委員 赤荻　　由美

日本放送協会　水戸放送局長 石川　　　信

株式会社茨城放送　代表取締役社長 北島　　重司

つくばコミュニティ放送株式会社　代表取締役 岩崎　　幸教

株式会社茨城新聞社　筑西支社長 渡辺　　　勝

株式会社読売新聞東京本社　水戸支局長 西村　　洋一

株式会社朝日新聞社　水戸総局長 伊藤　　　寛

株式会社毎日新聞社　水戸支局長 仁瓶　　和弥

株式会社産経新聞社　水戸支局長 北村　　　豊

株式会社時事通信社　水戸支局長 石田　　保幸

一般社団法人　共同通信社　水戸支局長 江川　　直人

株式会社常陽リビング社　編集部副編集長 坂入　　祐司

委　　員

所属機関・団体・役職名 氏 名

下妻市議会文教厚生委員長 廣瀬　　　榮

下館河川事務所黒子出張所長 竹渕　　　勉

茨城県常総工事事務所長 飯村　　信夫

下妻市スポーツ推進委員会委員長 平間　　三男

下妻市スポーツ少年団本部長 柴﨑　　清一

下妻市小中学校体育連盟会長 片倉　　　順
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所属機関・団体・役職名 氏 名

茨城県立下妻第一高等学校長 秋葉　　和洋

茨城県立下妻第二高等学校長 川口　　浩己

茨城県立下妻特別支援学校長 落合　　幸雄

下妻市ＰＴＡ連絡協議会会長 木村　　吉規

下妻市ソフトボール連盟副会長 渡辺　　則夫

下妻市ソフトボール連盟事務局 小島　　浩二

下妻市商工会青年部部長 家所　　佳紀

下妻市商工会女性部部長 秋葉　　夏巳

下妻市金融団幹事 塚原　　隆夫

下妻市建設業会会長 塚田　　　隆

下妻市千代川建設業協会会長 中川原　  勇

関東鉄道株式会社取締役鉄道部長 髙橋　　眞一

関鉄パープルバス株式会社下妻営業所長 大山　　雅之

下妻市歯科医師会会長 水上　　正人

常総薬剤師会下妻班班長 外山　　　仁

公益社団法人茨城県柔道整復師会理事 中村　　文男

下妻市観光物産会会長 飯塚　　市郎

常総食品衛生協会専務理事 兼廣　　　實

下妻郵便局長 茶位　　栄司

下妻地方広域シルバー人材センター常務理事 木村　　宇一

下妻市消防団団長 富田　　光一

交通安全協会下妻支部支部長 渡辺　　国男

下妻市文化団体連絡協議会会長 國府田　　晋

青少年を育てる下妻市民の会会長 稲吉　　清一

下妻市食生活改善推進協議会会長 猪又　　恭子

下妻市婦人会会長 塚田　ヒロ子

下妻食と農を考える女性の会会長 横島　　幸子

下妻市老人クラブ連合会会長 小倉　　房義

下妻ロータリークラブ会長 木村　　　勉

下妻千代川ライオンズクラブ会長 山中　　祐子

下妻市ボランティア連絡協議会会長 飯塚　はつい

小貝川ふれあい花の会会長 塚田　　宏治

花と一万人の会会長 飯島　　順一

下妻青年会議所理事長 薗部　　正博

会　　長　　　 1　名
副 会 長　　　 7　名
常任委員　　　21　名
監　　事　　　 2　名
顧　　問　　　 1　名
参　　与　　　15　名
委　　員　　　40　名
　 計　　　　87　名
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○総務企画専門委員会委員名簿 
※平成29年3月16日現在 

（順不同・敬称略） 

 

 

 

№ 所属・機関 役職名 氏  名 備 考 

1 鬼怒川流域交流Ｅボート大会実行委員会 委  員  長 飯 島  和 一 委員長 

2 下妻市観光協会 副  会  長 山 本  宗 一 副委員長 

3 下妻市商工会 事務局長  菱 沼  茂 
 

4 常総ひかり農業協同組合 
企 画 総 務 
部 長 

染 野  清 
 

5 下妻市自治区長連合会 監 事 猪 瀬 憲 一 
 

6 下妻市ふるさとづくり推進協議会 副 会 長 安 原 春 光 
 

7 下妻市建設業会 会   長 塚田    隆 
 

8 下妻市千代川建設業協会 理 事 横 関 順 一 
 

9 下妻地方広域シルバー人材センター 常 務 理 事 木 村 宇 一 
 

10 下妻市文化団体連絡協議会 会 長 國府田  晋 
 

11 下妻市婦人会 副 会 長 栗 原 キ ヨ 
 

12 下妻市老人クラブ連合会 副 会 長 須 藤 常 夫 
 

13 下妻市ボランティア連絡協議会 会 長 飯塚はつい 
 

14 下妻青年会議所 理 事 長 薗 部 正 博 
 

15 下妻市体育協会 副 会 長 三  浦    仁 
 

16 下妻市ソフトボール連盟 事 務 局 小 島 浩 二 
 

17 茨城県ソフトボール協会 理 事 長 大久保進司 
 

18 下妻市スポーツ推進委員会 副 委 員 長 富 永 武 久 
 

19 下妻市校長会 校 長 増  田   徹 
 

20 茨城県立下妻第一高等学校 教 頭 国府田   稔 
 

21 茨城県立下妻第二高等学校 教 諭 小 島    渉 
 

22 下妻市経済部 部 長 斉 藤    敏 
 

23 下妻市市長公室秘書課 課 長 倉 持 総 男  

24 下妻市市長公室市民協働課 課 長 寺 田 武 司 
 

25 下妻市建設部都市整備課 課 長 鈴 木 伸 一 
 

26 下妻市教育委員会学校教育課 課 長 高 橋 浩 之 
 

参考資料１９ 
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○競技式典専門委員会委員名簿 
※平成29年3月27日現在 

№ 所属・機関 役職名 氏  名 備 考 

1 茨城県ソフトボール協会 理 事 長 大 久 保 進 司 委員長 

2 下妻市体育協会 副 会 長 山 本   学 副委員長 

3 下妻市ソフトボール連盟 副 会 長 渡 辺 則 夫 
 

4 鬼怒川流域交流Ｅボート大会実行委員会 委 員 長 飯 島 和 一 
 

5 下妻市スポーツ推進委員会 副委員長 富 永 武 久 
 

6 下妻市スポーツ少年団 本 部 員 飯 村 純 男 
 

7 下館河川事務所鎌庭出張所 出張所長 淺 野 貴 浩 
 

8 下妻市小中学校体育連盟 理 事 長 増 田 淳 二 
 

9 
茨城県高等学校体育連盟 
ソフトボール専門部 

委 員 長 山 口 純 一 
 

（順不同・敬称略） 
 
○宿泊衛生専門委員会委員名簿 

※平成29年3月27日現在 

№ 所属・機関 役職名 氏  名 備 考 

1 茨城県常総保健所 衛生課長 杉 山 照 美 委員長 

2 下妻市保健福祉部保健センター 所 長 森  陽 子 副委員長 

3 下妻市観光協会 常任理事 山 内 雄 佑 
 

4 株式会社ふれあい下妻 総務部長 松 本 知 明 
 

5 真壁医師会下妻支部  斉 藤 憲 太 
 

6 下妻市歯科医師会  飯 村 仁 一 
 

7 常総薬剤師会下妻班 班 長 外  山  仁 
 

8 常総食品衛生協会 
下妻支部

副支部長 
上 野  要 

 

9 下妻市食生活改善推進連絡協議会 副 会 長 小 林 ま さ 江 
 

10 下妻市経済部 部 長 斉 藤  敏 
 

11 下妻市市民部生活環境課 課 長 平 井 英 雄 
 

（順不同・敬称略） 
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○輸送交通専門委員会委員名簿 
※平成29年3月16日現在 

№ 所属・機関 役職名 氏  名 備 考 

1 下妻市消防団 団 長 富 田 光 一 委員長 

2 下妻市総務部消防交通課 課   長 岡 本 俊 彦 副委員長 

3 
茨城県ハイヤー・タクシー協会 
県西支部下妻部会 

代      表 黒 須 英 夫 
 

4 茨城県常総工事事務所 
道 路 管 理 
課 長 

小 島     保  

5 関東鉄道株式会社 
水海道管区

駅 長 
宮 田 隆 一 

 

6 関鉄パープルバス株式会社 
下 妻 本 社 
営 業 所 長 

大 山 雅 之 
 

7 下妻警察署 警 備 課 長 菅 原 安 和 
 

8 下妻消防署 総 務 係 長 皆  葉    清 
 

9 交通安全協会下妻支部 副 支 部 長 長 谷 川   弘  

10 下妻市建設部建設課 課 長 飯  田    薫 
 

（順不同・敬称略） 
 

74



 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第７４回 国民体育大会下妻市実行委員会 
下妻市イメージキャラクター 

シモンちゃん 




